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番 号：141082 

国 名：エチオピア 

担当部署：資金協力業務部 計画・調整課 

案件名：2014年度無償資金協力事業に係る技術的監査（道路施設調査） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務 ：道路施設調査 

（２）格 付  ：3号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間： ２０１５年２月中旬から２０１５年３月下旬まで 

（２）業務 M/M： 国内 ０．５０M/M、現地 ０．３３M/M、合計 ０．８３M/M 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間 

          ３日       １０日  ７日 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：1部 

（２）見積書提出部数：1部 

（３）提出期限：2015年 1月 7日（12時まで) 

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は郵送(〒102- 

8012 東京都千代田区二番町 5番地 25二番町センタービル)(いずれも提出期限時刻必着） 

※2014年 2月 26 日以降の業務実施契約（単独型）公示案件（再公示含む）より、電子

媒体による簡易プロポーザルの提出を本格導入しています。 

提出方法等詳細については JICAホームページ（ホーム＞JICAについて＞調達情報＞お

知らせ＞「コンサルタント等契約における業務実施契約（単独型）簡易プロポーザル

の電子提出本格導入について」

（http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html）をご覧ください。

なお、JICA本部 1階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参いただいて

も受領致しかねます。ご留意ください。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針： 

①業務実施の基本方針                    １６点 

②業務実施上のバックアップ体制等               ４点 

（２）業務従事者の経験能力等： 

①類似業務の経験 ４０点 

②対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務経験 ８点 

③語学力 １６点 

④その他学位、資格等 １６点 

 （計１００点） 

類似業務 道路施設に係る各種調査 

対象国／類似地域  エチオピア／全途上国 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等：監査対象案件の調査･施工･施工監理･調達業務に関与したコンサルタ

ント･施工業者･調達業者は、本件に応募できない。 

（２）必要予防接種:入国に際し、黄熱病の予防接種は必須ではありませんが、接種を強く推奨し

ます。 
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６．業務の背景 

 2002年の第 2次 ODA改革懇談会最終報告、外務省 10の改革及び外務省を変える会最終報告に

おいて、ODAの効率化･透明化及びその一環としての監査の拡充が提言された。この提言に基づき、

JICA資金協力業務部(導入当時は無償資金協力部)は、2003年度より、毎年度、第三者であるコン

サルタントによる無償資金協力事業の技術的監査を実施している。 

 技術的監査では、本体事業の契約（先方政府と施工業者との間で締結された業者契約、先方政

府と施工監理コンサルタントとの間で締結されたコンサルンタント契約を指す。以下本項におい

て同じ。）内容が概略設計を踏まえているか(変更に係る手続きの適切性を含む)、施工内容が契約

内容に合致しているか、また施工業者及び施工監理コンサルタントが適切な確認作業･手続きを経

て業務を実施しているかという観点から、施工･施工監理状況を確認し、結果を評価･分析すると

ともに、監査対象案件を含む無償資金協力案件の実施監理における留意点を提言することを目的

としている。 

 なお、本年度については、以下の案件を技術的監査の対象として実施する。 

 対象案件：平成 25年度エチオピア国「第四次幹線道路改修計画」（2期） 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、監査対象事業に係る実施現場の確認、手続き書類の確認、施工業者･施工監理

コンサルタントからのヒアリングを通じ、施工内容が契約内容に合致しているかを調査する。併

せて、詳細設計･施工･施工監理業務における施工内容の確認･変更に関し、適切な手続きがとられ

ているか調査する。 

 調査結果について、提言も含め、報告書としての取りまとめに協力する。具体的担当事項は次

のとおりとする。 

 

 (1) 国内準備期間(2015年 2月中旬) 

 ① 監査対象案件について、概略設計内容、概略設計から詳細設計までの変更点、契約（業者

契約及びコンサルタント契約を指す。以下本項において同じ。）内容、契約締結後の変更点

及び変更に係る手続きを精査し、最新の契約内容を確認する(概略設計調査、OD/DD比較、

業者契約書、設計変更等に関する書類の確認による)。 

 ② 調査方法を検討の上、調査項目･内容を策定する。 

 ③ JICA資金協力業務部との事前打合せに参加し、業務目的、調査方針･方法、報告書目次(案)

について確認する。 

 

(2) 現地派遣期間(2015年 2月下旬～3月上旬) 

 ① JICAエチオピア事務所等との打合せに参加する。 

 ② 事業の実施現場において、施工内容と最新の契約内容の整合性を確認する(仕様･出来高･

数量等)。 

 ③ 施工内容の確認･変更に関する書類を精査し、問題が認められる場合、その問題点を整理･

分析する。 

 ④ 現場視察、書類･資料確認の他、施工･施工監理業務の実施体制を確認するため、施工業者

及び施工監理コンサルタントからヒアリングを行う。 

 ⑤ 必要に応じ、被援助国政府関係者、下請業者にヒアリングを行う。 

 ⑥ JICAエチオピア事務所等に対し、担当分野に係る現地調査結果を報告する。 

 

(3) 帰国後整理期間(2015年 3月上旬～3月中旬) 

 ① 担当分野の現地調査結果を整理･解析し（現地調査中に指摘した事項が是正されたか確認す

るための連絡調整を含む）、JICA資金協力業務部に報告する(提言を含む)。 

 ② 担当分野に係る監査報告書(案)を作成するとともに、JICA資金協力業務部による全体報告

書の取りまとめに協力する。 
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８．成果品等 

本契約における成果品は以下のとおり。 

（１）担当分野に係る監査報告書（案）（和文） 

電子データをもって提出することとする。 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約における見積書作成ガイドラ

イン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参

照願います。留意点は以下のとおりです。 

 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めず、当機構より別途支給します（見積書の航空

賃及び日当・宿泊料等欄には０円と記載下さい）。 

 

（２）臨時会計役の委嘱 

以下に記載の一般業務費については、当機構エチオピア事務所より業務従事者に対し、

臨時会計役を委嘱する予定です（当該経費は契約には含みませんので、見積書への記載は

不要です）。 

・車両関係費、通信費、印刷費 

臨時会計役とは、会計役としての職務（例：現地業務費の受取り、支出、精算）を必要

な期間（例：現地出張期間）に限り機構から委嘱される方のことをいいます。臨時会計役

に委嘱された方は、「善良な管理者の注意義務」をもって、経費を取り扱うことが求めら

れます。 

 

10．特記事項 

（１）執務環境 

  ① 現地での業務体制 

     本業務従事者のみの業務体制を予定しています。 

 

（２）類似業務経験・資格等 

・ 当該分野(道路施設)の無償資金協力案件に係る調査から施工監理までの一連の業務経験を

有することが望ましい。 

・ 技術士、一級土木施工管理技士等の公的資格又はこれらと同等の公的資格を有することが

望ましい。 

・ 無償資金協力の制度を理解した業務従事者であることが望ましい。 

 

（２）便宜供与内容 

当機構エチオピア事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア）空港送迎 

あり 

イ）宿舎手配 

あり 

ウ）車両借上げ 

全行程に対する移動車両の提供（ただし、滞在期間の車両借上げについては、エチ

オピア事務所にて予約の上、上記臨時会計役の委嘱により、業務従事者が支払を行

うことを想定しています。） 

エ）通訳傭上 

なし 

オ）現地日程のアレンジ 

機構がアレンジします。 
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カ）執務スペースの提供 

なし 

  

（３）参考資料 

本業務に関する以下の資料が、当機構図書館（http://libopac.jica.go.jp）のウェブサイ

トで公開されています。 

・エチオピア国第四次幹線道路改修計画準備調査報告書 

 

（４）その他 

業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制度

ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

 

以上 

 


